
親
鴛
聖
人
本
伝
和
讃

に

つ
い
て

福

原

亮

厳

私
が
昨
年
発
見
し
入
手

し
た
書

は

『親
鷺
聖
人
本
伝
和
讃
』
と

い

う
。

そ
の
原
本
は
京
都
の
仏
光
寺
派
本
山

に
秘
蔵

さ
れ
て
い
た
如
信

(
一
二
一二
九
-
一
三
〇
〇
)
の
真
筆

の
原
本
を
江
戸
時
代
元
文
三
年

(
一

七
三
八
)
智
功
霊
鳳
が
許
し
を
得

て
筆
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る

に
天
明
の
大
火

(
一
七
八
八
)
に
依

っ
て
原
本
が
(焼
失
し
た
の
で
、

こ

の
写
本
は
貴
重
書
と
言

っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
親
鷺

(
一
一
七
三
-

一
二
六

二
)
の
直
弟
子
で
あ
り
、
孫

で
も
あ
る
如
信
作
と
い
う
意
味

で
、
他

の

伝
記
に
な

い
方
面

の
記
録
が
存
在
し
て
い
て
も
、
信
用
し
て
よ
い
も
の

が
多
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。
同
じ
く
直
弟
子
の
真
仏

(
一
二
〇
九
-

一
二

五
八
)
と
顕
智

(
一
二
二
八
-
一
三
一
〇
)
が
書

い
た
と
い
う
高
田
正
統

伝
本
伝

(
聖
人
の
六
十
歳
ま
で
の
記
述
は
真
仏
、

そ
れ
以
後
は
顕
智
の

記
述
と
い
う
)
に
比
べ
る
と
き
、
両
者
に
似
通
う
と
こ
ろ
が
多
い
が
、

異
る
所
も
あ
り
、

そ
の
場
合
に
親
鷲
の
血
族
の
手
に
成

っ
た
も
の
の
方

が
、
信
頼

の
お
け
る
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
即
ち
こ
の
本
伝
和
讃

の
最
後
の
所
に
、
如
信
の
書
い
た
和
讃
に
父
親
の
善
鷺

(
一
二
一
二
i

一

二
九
二
)
(
一
説
、
一
二
一
七
i

一
二
八
六
)
が
副
署
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ

る
か
ら
、
(両
人
と
も
今
の
福
島
県
の
大
網
、
信
頼
の
置

け
る
推
定

で

は
、
東
白
河
郡
竹
貫
村
、
大
網
新
田
に

一
緒
に
住

ん
で

い
た

の
で
あ

り
)
、
親
鷺
の
血
族

(
父
子
と
も
に
親
鷺

の
側
で
教
を
受

け
た
事
実

が

認
め
ら
れ
る
)
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
述
の
信
頼
性
は
高
い
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
書
に
つ
い
て
、
先
ず
紹
介
し
、
紙
面
の
許

す
限
り
、
私
の
所
見
を
述
べ
よ
う
と
思
う
。

こ
の
和
讃
は
五
百
四
十
二

首
あ
り
、
項
目
は
九
十
五
、
細
目
二
百
十
九
で
あ
り
、
他
の
親
黛
伝
記

に
記
さ
れ
て
な
い
事
項
等
に
関
し
て
は
後

に
此

れ
を
取
上
げ
て
考
究
す

る
こ
と
に
す
る
。

第

一
に
九
十
五
項
目
を
列
記
し
よ
う
。
括
弧
内
は
聖
人
の
年
齢
。

(1)
聖
人
弥
陀
の
化
現
(
2
)

天
照
大
神

の
後
胤

(3)
三
国
大
師
の
再
誕

(4)
親
鷺
聖
人
の
俗
称

(5)
在
家
時
代
の
聖
人
〔1
以
后
〕

(6)
日
野
家
の
大
悲
劇

(7)
厳
父
有
範
の
入
滅
〔
4
〕

(8)
聖
人
学
業
を
習
う
〔5
-
7
〕

働
聖
人
悲
母
の
入
滅
〔8
〕

(1
0
)
聖
人
出
家
を
願
う
〔9
〕

(
1
1
)

叡
山
に
登
り
学
ぶ
〔10
〕
(
1
2
)

太
子
廟
参
籠
共
他
〔19
〕

親
黛
聖
人
本

伝
和
讃

に
つ
い
て

(
福

原
)
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親
鷺
聖

人
本
伝

和
讃

に
つ
い
て

(
福

原
)

(
1
3
)

大
乗
止
観
を
講

ず
〔
25
〕
(
1
4
)

聖
光

院
主
と
な
る

(
1
5
)

大
蔵
経
閲

覧
研
究
〔
27
〕
(
1
6
)

殊
勝

の
法

を
祈
請

(
1
7
)

華
厳
経
を
講
義
す
(
1
8
)

聖
人
密
行
修
法
す

(
1
9
)

奢
摩
他
行
を
修
す

〔
28
〕
(
2
0
)

隠
遁

の
形
見
分

つ
〔
29
〕

(
2
1
)

六
角
堂
百

日
参
籠
(
2
2
)

薬
師
仏
を
千
拝
す

(
2
3
)

(聖
人
の
吉
水

入
室
(
2
4
)

(九
条
兼
実

の
知
識

〔
32
〕

(
2
5
)

(僧
紳

空
は
結
婚

す
(
2
6
)

(選
択
集
書
写
許
可

〔
33
〕

(
2
7
)

信
行
両
座
を
分

つ
(
2
8
)

信
心
謬
論

の
判
決

〔
34
〕

(
2
9
)

念
仏
禁
制

の
発
令
〔
35
〕
(
3
0
)

法
然
上
人
の
配
流

(
3
1
)

親
鷺
聖
人

の
配
流
(
3
2
)

聖
人
勅
免

の
宣

旨
〔
39
〕

(
3
3
)

善
光
寺

へ
参

詣
す
(
3
4
)

帰
洛
途

中
の
教

化
〔
40
〕

(
3
5
)

帰
洛
以
後

の
行
実
(
3
6
)

漁
海
聖

人
に
帰

す

(
3
7
)

東
国
勧
化

に
出
発

〔
40
-

41
〕
(
3
8
)北
陸
等

を
再
教

化
〔
42
〕

(
3
9
)

下
妻

の
聖
人
夫
妻

〔
43
-

44
〕
(
4
0
)下
野
方
面

の
教
化

(
4
1
)

稲

田
草
奄

の
教
化

〔
45
〕
(
4
2
)

関
東
広
域

の
教

化
〔
47
-

48
〕

(
4
3
)

緋
円
聖
人

に
帰
依

〔
49
〕
(
4
4
)

総
陸
二
州
を
教

化
〔
51
〕

(
4
5
)

教
行
信
証

の
撰
集

〔
52
〕
(
4
6
)

下
野
地
方
の
教

化
〔
53
〕

(
4
7
)

阿
弥
陀
寺

の
建
立
(
4
8
)

善
光
寺
再
度
参
詣

(
4
9
)

稲

田
の
老
尼
教
化
(
5
0
)

聖
人
鹿
島
に
帰

る
〔
54
〕

(
5
1
)

聖
人
稲

田
に
在
り

〔
55
-

56
〕
(
5
2
)聖
人
帰
依

の
直
弟

(
5
3
)

高

田
に
移
り
教
化
〔
58
〕
(
5
4
)

相
州
鎌
倉

辺
教

化
〔
59
〕

(
5
5
)

阿
弥
陀
寺

の
住
持

〔
60
〕
(
5
6
)

高
田
出
発
帰
洛

へ
〔
61
〕

(
5
7
)

一
切
経
校
合

の
事
(
5
8
)

箱
根
神
官
の
礼

節

(
5
9
)

東
海
道
筋

の
教
化

〔
62
〕
(
6
0
)

内
宮
外
宮

の
巡

見

(
6
1
)

伊
賀
近
州
に
寄
る
〔
63
〕
(
6
2
)

善
性
房
聖
人
迎
う

(
6
3
)

毘
沙
門
堂
に
納
仏
(
6
4
)

錦
織
寺
勅
号

の
事

(
6
5
)

聖

人
遂

に
帰
洛
す

〔
63
〕
(
6
6
)

善
然
聖
人

に
拝
謁

(
6
7
)

聖
人
西
洞
院
移
住
(
6
8
)

門
弟

に
教
化
命
ず

(
6
9
)

直
弟
聖

人
を
訪
う

〔
65
〕
(
7
0
)

東
国

へ
顕
智
派
遣

(
7
1
直
弟
順

次
上
京

す
〔
66
〕
(
7
2
)

立
川
流
降
伏
命

ず

(
7
3
)

平
太
郎
熊

野
参
詣

〔
68
〕
(
7
4
)

聖
人

の
諸
処
歴
訪
〔
69
〕

(
7
5
)

岡
崎
諸
処

へ
往
返
(
7
6
)

入
西

房
監
察

の
事

(
7
7
)

浄

高
和
讃

の
草

案
〔
71
-
72
〕
(
7
8
)門
弟

等
聖
人
に
面
接
〔
73
-

75
〕

(
7
9
)

浄

高
和
讃
を
再
治

〔
76
〕
(
8
0
)

聖
人
山
陽
道
教
化
〔
77
-
79
〕

(
8
1
)

諸
経

の
文
類
集
成
〔
80
〕
(
8
2
)

禿
砂
草
案
成
る
〔
81
〕

(
8
3
)

正
像

末
和
讃
草
案

〔
82
〕
(
8
4
)

後

世
物
語
を
草
す

〔
83
〕

(
8
5
)

蓮
位
夢
想

の
こ
と

〔
85
〕
(
8
6
)

聖
人
岡
崎
に
逗
留

(
8
7
)

顕
智
に
安
心

口
決

〔
86
〕
(
8
8
)

正
像
末
和
讃
清
書

(
8
9
)

廿

一
口
決
顕
智

へ

(
9
0
)

直
弟

へ
安

心
口
決

〔
87
〕

(
9
1
)

鵜

ノ
木
法
然
廟
参
拝

〔
88
〕
(
9
2
)
帰
洛
後
消
息

の
数

〔
89
〕

(
9
3
)

直
弟

に
親
く
遺
誠

〔
90
〕
(
9
4
)

還
浄
前
後

の
模
様

(
9
5
)

葬
儀
と
爾
後
処
理

こ
の
正

伝

和

讃

を

読

ん

で
特

に
注

意

す

べ

き
記

事

八
項

に

つ
い

て

以

下

述

べ

る

こ

と

に
す

る
。

第
二

家

系

と

悲

劇

の
事

覚

如

の
御

伝

砂

は
覚

如

が
親

鷺

の
直

弟

子

の
如

信

か

ら
教

を
受

け
、
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同
時
に
又
聖
人

一
代
の
事
を
如
信
か
ら
聞
い
て
聖
人

一
代
中
の
重
要
事

項
を
、
特
に
真
宗
教
義
を
誤
り
な
く
正
し
く
伝
受
し
後
世
に
伝
え
る
べ

き
目
的
を
以

っ
て
編
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
御
伝

砂
の
記
事
の
十
五
段
は
、
す
べ
て
本
伝
和
讃
の
中
に
原
型
が
あ
る
こ
と

は
当
然

と
云

っ
て
よ
い
。
そ
し
て
真
宗
教
義
に
関
わ
り
が
濃
く
な
い
と

覚
如
に
依

っ
て
判
断
さ
れ
た
部
分
は
、
例
え
ば
神
社

・
仏
閣

へ
の
聖
人

参
拝
の
記
事
や
日
野

一
家

の
悲
劇
的
記
事
な
ど
は
排
除
し
て
、

こ
れ
を

省
略
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
本
伝
和
讃

は
、
最
も
信
者

一
般

の
身
に
取

っ
て
は
知
ら
れ
た
く
な
い
家
系

の
方
面

の
悲
劇
的
結
末
の
方
面
も
隠
す
こ
と
な
く
此
れ
を
叙
述
し
た
。
お
そ
ら

く
そ
の
世
間
的
不
幸
と
い
う
記
述
は
、
末
法
に
お
い
て
は
止
む
を
得
な

い
こ
と
で
、
末
法

の
時
世
に
あ
っ
て
正
信
念
仏

の
道

に
強
く
生

き
ぬ

き
、
如
来

の
大
悲

の
伝
道
に
挺
身
せ
ら
れ
た
聖
人
を
描
き
出
す
こ
と
が

最
も
よ
い
事

と
し
て
如
信
の
心
に
映
じ
た
か
ら

で
あ

る

と
考
え

ら
れ

る
。
そ
し
て
伝
道
に
生
き
抜
か
れ
た
此
の
祖
父
聖
人

こ
そ
弥
陀
如
来

の

化
現
で
あ
る
と
、
声
を
大
に
し
て
説
か
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
人
が
如

信
で
あ

っ
た
と
云
え
よ
う
。
和
讃
に
云
う

(三
七
首

・
三
八
首
)
。

厳
父
有
範
を
い
へ
ば

後
白
川
の
近
従
に
て

皇
太
后
宮
の
内
大
臣

花
山
の
峯
に
か
貸
や
け
り

愛
鷺
悲
母
の
姓
系
は

漁
家
の
嫡
流
義
親
の
息

六
条
の
判
官
為
義
の
伏
女

吉
光
女
と
ま
う
し
け
る
。

又
後
の
和
讃

(五

一
、
五
二
、
五
三
、
五
四
、
五
五
首
)
に
云
う
。

盛
衰
興
廃
世
の
な
ら
ひ

崇
徳
親
院
の
謀
計
に
よ
り

め
す

み

か
た

判
官
為
義
を
召
ほ
ど
に

是
非
に
を
よ
ば
ず
御
方
せ
り

御
運
ひ
ら
か
せ
玉
は
ね
ば

新
院
讃
州
に
辺
請
す

六
条
の
判
官
が
同
族
は

の
こ
ら
ず
伏
諌
せ
ら
れ
た
り

四
位
の
少
将
有
範
は

為
義
の
婚
姻
な
れ
ば

同
心
罪
科
は
な
け
れ
ど
も

家
督
を
没
取
せ
ら
れ
た
り

は
ら
か
ら

五
葉
丸
浅
丸
殿
と
兄
弟
を

宇
多
の
局
と
も
ろ
と
も
に

範
綱
郷
に
あ
づ
け
を
く

其
身
は
遁
世
し
玉
ひ
き

宇
治
の
三
室
に
隠
居
し
て

大
進
入
道
と
な
り
玉
い

安
養
世
界
を
恋
慕
し
て

念
仏
三
昧
勤
修
せ
り

こ
こ
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
事
情
が
あ

っ
た
の
で
、
聖
人
は
流
罪
後
に

も
、
又
関
東
な
ど
を
教
化
さ
れ
て
六
十
三
歳
で
帰
洛
さ
れ
た
後
も
、
故

郷
日
野
の
里

へ
は
立
寄
ら
れ
ず
、
西
洞
院
五
条

の
御
坊
や
岡
崎

の
御

坊
、
あ
る
い
は
弟
尋
有
の
善
法
院
等

へ
住
ま
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
我
れ
わ
れ
が

一
般
に
故
郷
に
帰
る
気
持
が
聖
人
に
存
し
な
か

っ
た

の
も
首
肯
で
き
る
。

第

二

中
心
教

義
は
行
信

如
信
は
聖
人
に
就
き
若
き
日
に
熱
心
に
聖
人
の
直
弟
子
と
し
て
真
宗

教
義
を
学
習
し
た

(宗
祖

の
還
浄
の
時
に
如
信
は
廿
八
歳
で
、
そ
れ
迄

十
年
間
の
う
ち
何
年
か
は
祖
父
の
許
で
学
習
し
た
も

の
と
考
え

ら
れ

る
)
。
そ
れ
故
に
第
三
代
覚
如
が
聖
人
に
面
授

口
訣

を
得

て
い
な

い
と

親
鷺
聖
人
本
伝
和
讃

に

つ
い
て

(
福

原
)
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親
鷺
聖
人
本
伝
和
讃
に
つ
い
て

(福

原
)

は
云
え
、

如
信
は
覚
如
に
真
宗
教
義
の
最
重
要

の
行
信
義
を
相
伝
し
、

親
鷺
-
如
信
-
覚
如
の
厳
然
た
る
法
脈
が
受
け
継
が
れ
た
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
聖
人
は
七
祖

の
教
が
、
即
我
が
信
ず
る
道
で
あ
る
と
し

て
教
行
証

文
類

の
行
巻

の
終
り

の
正
信
念
仏
偶

に

「唯
可
信
斯
高
僧

説
」
と
説

く
が
、
そ
れ
は
念
仏
往
生
の
道

で
あ

っ
た
。
そ
れ
故
本
典
の

標
題
に
顕

浄
土
真
実
教
行
証
文
類

(三
法
立
題
)
と
云
う

の
で
あ
り
、

本
典
の
終
り
の
化
身
土
巻
に
は
聖
人
が
元
祖
法
然
よ
り
選
択
集
を
相
承

し
た
こ
と
を
感
激
を
以

っ
て
其
の
慶
び
を
述
べ
感
謝
の
意
を
表
し
て
い

る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
正
信
念
仏
と
い
う
語
も

「念
仏
を
正
信
す
」
と

読
む
べ
き
で
あ
り

(
こ
れ
は
往
生
要
集
に
お
い
て
漁
信
が
華
厳
を
引
用

し
て
、
念
仏
を
信
ず
と
云
う
て
い
る
の
で
明
ら
か
で
あ
り
)
、
歎
異
抄

に

「親
鷺

に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ゐ
ら

す
べ
し
と
よ
き
ひ
と
の
仰
を
被
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
仔
細
な
き
な

り
」
と
い
う
意
と
全
く
同
じ
く
念
仏
往
生
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ

故
に
銘
文

(真
聖
全
二
、
五
九
五
)
に
は

「安
養
浄
土
の
往
生
の
正
因

は

念
仏
を
本
と
ま
ふ
す
御

こ
と
也
と
し
る
べ
し
、
正
因
と
い
ふ
は
浄
土
に

生
ま
れ
て
仏
に
か
な
ら
ず
な
る
た
ね
と
ま
ふ
す
な
り
」
と
説
か
れ
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
動
舌
発
声
の
口
称
の
力
で
以

っ
て
浄
土
往
生
の
果
を

得
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
聖
人
の
師
法
然
上
人
が

「往
生
之
業
念
仏

ス

ス

為
本
」
と
標
挙
し

つ
つ
も
、
選
択
集
三
心
章
に
「
念
仏
行
者
必
可
三
具
足
ニ

テ

三
心
一之
文
」
と
し
て
、
信
な
き
称
名
往
生
で
な
い
こ
と
を
示

さ
れ
て

い
る
こ
と
に
依

っ
て
明
了
で
あ
る
。
蝕
に
聖
人
は
本
典
に
信
巻
を
別
開

し
、
教
行
信
証
と
い
う
四
法
の
立

て
方

(四
法
立
題
)
を

な
し
て
、
浬

桀
経
の

「浬
繋
の
真
因
は
唯
信
心
を
以
て
す
」

(
こ
れ
は
漁
信
が
既
に
要

集
に
引
用
し
て
い
る
も
の
)
を
引
用
し
て
、
所
謂
信

心
往
生
を
教
え
ら
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
七
祖

の
念
仏
往
生
と
い
う
行

々
相
対

の
化
風

の
ま
ま
此

の
聖
人
に
お
い
て
は
口
称
口
力
の
念
仏
を
斥
け
る
意
味
よ
り

し
て
信
心
往
生
と
い
う
教
化
と
な
っ
た
。

こ
こ
に
聖
人

の
絶
対
門

の
化

風
が
あ
る
。
誠
に
真
宗
の
宗
祖
と
云
わ
れ
る
所
以

が
こ
こ
に
存
す
。
決

し
て
師
資
相
違
な
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
教
え

ら
れ
体
得
さ
れ
た
如
信

は
、
本
伝
和
讃
に
信
行
両
座
、
信
心
諄
論
の
こ
と
を
述

べ
ず
に
い
ら
れ

な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
往
因
円
満

以
後

の
口
称
念
仏
は
恩

海
に
向
う
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
こ
と
は
聖
人

が

弥
女

(覚
信
尼
)
に
対

し
て
臨
終
近
き
日
に
申
さ
れ
た
次
の
偶
中
の
言
葉

に
依

っ
て
知
ら
れ
る

(五
一
七
、
五
一
八
、
五
一
九
首
)
。

と

ほ
う

中
に
も
第
七

の
弥
女

は

十
方
に
く
れ
て
を
は
し
ま
す

こ
れ

聖
人
這
を
御
覧
じ
て

余
り
に
愛
嘆
し
玉
ふ
な

至
心
信
楽
己
を
わ
す
れ

一
念
決
定
う
た
が
ひ
な
し

し

れ

ぬ

安
養
浄
土
の
対
面
こ
そ

明
日
を
も
不
知
此
身
な
り

わ
か
れ

慶
喜
金
剛

の
こ

』
ろ
ざ
し

永
き
離

で
な
き
あ

ひ
だ

し
た
い

仏
恩
報
尽
解
怠
な
く

吾
を
慕
て
参
ら
れ
よ

さ
ら
に
聖
人
自
身

の
御
臨
末
の
状
を
伝
え
て
い
う

(
五
二
七
首
)
。

仏
恩
の
深
き
こ
と
を
感
信
し

声
に
余
言
を
あ
ら
は
さ
ず

不
退
の
稽
名
殊
勝
に
て

平
生
業
成
い
さ
ま
し
む
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と
。
聖
人

に
は
称
名
念
仏
に
三
の
取
扱
い
方
が
あ

っ
た
。
第

一
は
業
因

(本
願
名
号
正
定
業
)
、
第
二
は
法
体
全
現
、
信
体
流
出

(真
実
信
心
必
具

名
号
)
、
第
三
は
報
恩

(唯
能
常
称
如
来
号
)
で
あ
る
。

本
伝
和
讃
に
は
念
仏
禁
制
の
折
、
証
空
が
念
仏
す
る
こ
と
を
お
止
め

に
な
っ
て
は
い
か
が
か
と
云
う
。

こ
れ
に
対
し
法
然
上
人
は
報
恩
の
念

仏
、
聖
人

は
信
体
流
出
の
念
仏
を
以

っ
て
答
え
ら
れ

て
い
る

(
二
一
二

乃
至
二
一
七
首
)
。

う
の
き

鵜
木
の
証
空
申
さ
れ
け
る
は

こ
れ
ほ
ど
に
浄
土
真
宗
を

と
が拉

め
ら
れ

た
る
時
節
な
れ
ば

上
人
も
念
仏
遠
慮
あ
る

べ
き
か

大
師

上
人

の
玉
は
く

法
蔵
菩
薩

の
誓
願
は

愚
蒙

ひ
と
り

の
痛
苦
な
り

報
尽
謝
徳

の
為
な
ら
ば

舌

を
八
分

に
さ
か
れ

て
も

骨
髄
を
粉

に
く
だ
き

か
ば
ね
を
路
頭

に
さ
ら
す

と
も

念
仏
停
止
は
す
ま
じ

と
な
り

小
坂

も
力
ら
を
よ
ば
ず

し
て

鷺
聖
人
ゑ
ま

ひ
ら
れ

て

念
仏
停
止
を

い
さ
め
ら
れ

世

上
の
安
否
を
か
た
ら
る

Σ

善

信
上
人

の
た
ま
は
く

自
身
自
力

の
才
覚
に

て

さ
し
ひ
き

と
な
ふ
る
処
の
仏
号
な
ら
ば

進
退
は
い
た
す
べ
き
か

仏
智
廻
向
の
信
よ
り
も

自
然
と
称
名
あ
ら
は
る
Σ

善
信
房
が
は
か
ら
ひ
に
て

不
唱
称
は
か
な
は
ぬ
也
と

こ
の
行
信
義
を
如
信
は
聖
人
よ
り
正
し
く
相
承
し
た
。

第

三

往
生
意
義

の
叙
述

浄
土
真
宗
は
七
祖
教
義
を
相
承
す
る
か
ら
、
往
生
に
つ
い
て
も
宗
教

哲
学
的
論
理
が
あ
る
。
即
ち
天
親

の
浄
土
論

に
み
ら

れ
る
五
果
即

一

果
、
広
門
略
門
相
入
の
こ
と
や
、
曇
驚

の
往
生
論
註
に
説
か
れ
る
生
即

無
生
の
理
、

さ
ら
に
源
信
の
往
生
要
集
に
示
さ
れ
る
往
生
即
成
仏
の
理

も
存
す
。
し
か
し
そ
の
哲
理
も
決
し
て
凡
情

の

「往

い
て
生
れ
る
」
意

と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
「
浄
土
で
再
び
会
い
ま
し
ょ
う
」
(
小

経
に
云
う
倶
会

一
処
)
と
矛
盾
し
な
い
往
生
意
義
が
あ
る
。
こ
の
こ
と

を
示
す
和
讃
が
聖
人
の
第
七
弥
女

(覚
信
尼
)
へ
の
言
葉
を
伝
え
る

(
五

一
八
、
五
一
九
首
)
。

至
心
信
楽
己
を
わ
す
れ

一
念
決
定
う
た
が
ひ
な
し

し

れ

ぬ

安
養
浄
土
の
対
面
こ
そ

明
日
を
も
不
知
此
身
な
り

わ
か
れ

慶
喜
金
剛
の
こ
」
ろ
ざ
し

永
き
(離
で
な
き
あ
ひ
だ

仏
恩
報
尽
解
怠
な
く

吾
を
慕
て
参
ら
れ
よ

こ
の
本
伝
和
讃
に
は
安
楽
房
、

往
蓮
房
が
、
念
仏
禁
制

の
折
に
処
刑
さ

れ
た
こ
と
を
詳
し
く
述

べ
る
が
、
住
蓮
が
懐
述
し
た
言
葉
を
伝
え
る
和

讃

(
一
九
一
乃
至
一
九
三
首
)
に
は
、
浄
土

へ
往
生
す
る
と
い
う
凡
情

そ

の
ま
ま
を
述
べ
た
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
故
に
こ
そ
嬉
し
さ
が
あ
る

(
(嬉

し
い
と
云
う
こ
と
は
凡
情
と
み
る
ほ
か
な
い
)
。

大
師
の
恩
の
ふ
か
き
こ
と

槍
演
海
も
い
そ
な
ら
ん

高
き
こ
と
を
喩
ゑ
ん
に
は

蘇
迷
盧
山
も
か
ず
な
ら
ず

浄
土
に
参
ら
ん
こ
と
の
嬉
さ
に

身
を
ば
仏
に
ま
か
せ
つ
る
哉

と
も
に
涙
に
か
き
く
れ
て

恐
(怪
し
て
こ
そ
を
く
り
け
る

わ

か
れ

二
人

の
別
の
あ
は
れ
さ
に

目
も
あ

て
ら
れ

ぬ
気
色
な
り

親
鷺
聖
人
本
伝
和
讃

に

つ
い
て

(
福

原
)
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親
鷺
聖
人
本
伝
和
讃
に
つ
い
て

(福

原
)

安
養
浄
土
の
対
面
と

い
さ
み
て
屠
所
に
至
り
け
る

第

四

妻
子
及

び
諸
弟
子

こ
の
和
讃
に
は
聖
人
の
京
都
に
お
け
る
妻
玉
日
に
つ
い
て
述
べ
、
ま

た
長
男
の
範
意

(後
の
印
信
)
が
生
ま
れ
、
流
罪
に
当

っ
て
慈
円
が
其

子
を
教
育
す
る
旨
を
述
べ
る

(
二
二
六
乃
至
二
二
九
首
)
。

鶯
師
左
遷
の
宣
旨
を
購

嘉
月
(三月
)+
三
日
の
暮
方
に

い
と
ま
ご
ひ

先
師
青
蓮
院
え
わ
た
ら
せ

逞
乞
に
参
玉
ふ

慈
鎮
和
尚
も
涙
に
む
せ
び

聖
人
も
た
が
ひ
に
物
も
の
玉
は
ず

よ
し

と
も
に
訣

を
し
ぼ
り
玉
ふ

往
昔

師
弟

の
好
み
な
り

た
か
き
い
や
し
き

和
尚
愁
涙

を
し
と
貸
め

出
家

も
俗
も
崔

扁
も

恩
愛

は
な
は
だ
た
ち

が
た
く

範
意
童

子
は
か
な
し
ま
じ

わ
が
ほ
う

我
方
に
う
け
と
り
て

御
身
の
か
は
り
と
か
し
づ
き
て

読
書
を
こ
た
り
あ
る
べ
か
ら
ず

聖
人
喜
悦
し
玉
ふ
な
り

ま
こ
と
に
聖
人
は
人
情
の
あ
つ
い
人
柄
で
、
我
れ
わ
れ
に
身
近
か
な
人

で
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
。
そ
し
て
御
赦
免
後
に
京
都
に
帰

っ
た
聖
人
は

可
愛

い
い
我
が
子
と
再
会
、

よ
ろ
こ
び
の
中
に
暫
ら
く
京
都
岡
崎
の
蕎

室
に
逗
留

し
た
と
云
う

(
二
八
四
首
)
。
ま
こ
と
に
父
親
ら
し
い
。

印
信
御
房
に
対
面
有
り

こ
れ
も
慈
鎮
の
下
知
と
し
て

岡
崎
の
奄
室
に
同
行
す

し
ば
ら
く
こ

に
逗
留
せ
り

東
国
伝
道

の
旅
に
出
た
聖
人
は
常
陸
国
下
妻
の
郡
司
武
弘
の
許

で

(三

〇
三
首
)
、
そ
れ
は
武
弘
を
始
め
て
法
然
上
人
に
謁
せ
し
め
た
因
縁
が
あ

り
、

ま
た
往
生
浄
土
の
安
心
に
つ
い
て
聖
人
が
示
し
た
因
縁
が
あ
る
か

ら
で
あ
っ
た
と
述
べ
る

(
三
〇
四
首
)
。
そ
こ
に
暫
ら
く
居
た
が
、
聖
人

は
伝
道
意
欲
が
盛
ん
で
、
越
後
越
中
信
州
上
州

を
再
化

さ
れ

(
三
〇
六

首
)
、
郡
司
武
弘
の
使
者
が
来
て
頻
り
に
招
請
し
た

た
め

(
三
〇
七
首
)

再
び
下
妻
に
帰
ら
れ
た

(三
〇
八
首
)
。
そ
し
て
和
讃

の
文

の
如

く
、
朝

姫

(恵
信
尼
)
と
同
棲
す
る
こ
と
に
な
る

(三
〇
九
首
)
。

こ
ろ
を
い

同
月
下
旬
の
黎
に

武
弘
が
こ
し
ら
へ
に
て

真
岡
の
判
官
兵
部
郷

三
善
が
息
女
給
仕
せ
り

こ
れ
が
玉
日
亡
き
あ
と
、
第
二
の
妻
で
あ

っ
た
。

こ
の
妻
と
の
間
に
善

黛
が
生
れ
る
。
し
か
る
に
善
轡
 の
生
れ
た
年

は

一
二

一
二
年
説

(聖
人

四
十
歳
)
と

一
二

一
七
年
説

(聖
人
四
十
五
歳
)
と
が
あ
る
が
、
後
説
が

正
し
い
と
す
れ
ば
聖
人
が
常
州
下
妻

で
朝
姫

(
恵
信
尼
)
と
同
棲

さ

れ

て
以
後
と
云
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
善
鷺
に
関
し
て
は
今
な
お
調

査
考
究
す
べ
き
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

本
伝
和
讃
を
見
る
と
き
、
そ
の
中
に
直
弟
子

の
こ
と
が
記
さ
れ
、
聖

人
と
直
弟
子
と
の
関
わ
り
を
知
る
上
に
重
要
な
も
の
と
云
っ
て
よ
い
。

今
そ
の
直
弟
子
の
名
の
み
を
列
記
す
れ
ば
次
の
如
し
。

顕
智
、
真
仏
、
性
信
、
専
信
、
蓮
位
、
定
禅
、
漁
海
、
専
空
、
念
信
、
善
然
、

信
海
、
唯
円
、
唯
信
、
無
為
信

(無
為
子
、
無
為
心
)
、
善
性
、
順
信
、
覚

円
、
是
心

(是
信
)
、念
仏
。

も
ち
ろ
ん
此
等
の
直
弟
子
は
、
所
謂
廿
四
輩
中
に
出
る
人
ば
か
り
で
は

な
い
。
東
国
に
は
聖
人

の
在
世

よ
り
滅
後

に

わ
た
っ
て
、
大
網

・
高
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田

・
横
曾
根

・
鹿
島
等
の
地
域
に
、
そ
れ
ぞ
れ
門
徒
が
あ

っ
た
と
伝
え

ら
れ
る
が
、

そ
の
門
徒
の
中
に
お
け
る
聖
人
の
直
弟
子
や
孫
弟
子
の
な

か
に
、
門
徒
夫
れ
そ
れ
に
取

っ
て
縁

の
厚

い
者
も
薄

い
者
も
あ

っ
た
筈

で
、
こ
の
本
伝
和
讃
の
直
弟
子
を
検

べ
て
み
る
時
、

そ
の
感
を
深
く
す

る
。
近
時
、

善
鷲
に
関
す
る
義
絶
に
つ
い
て
、
或
る
学
者
は
疑
義
を
抱

い
て
い
る
が
、
越
前
の
四
力
教
団
の
中
、
出
雲
路
派

・
山
元
派
で
は
善

鷺
上
人
を
列
祖
の

一
人
に
数
え
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
義
絶
が

い
か
な
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
か
と
思
う
。
善
鷺
に
つ
い
て
和
讃
に
い
う

(四
九
三
首
)
。

七
十
三
四
五
の
春
秋
に

東
国
の
門
人
来
参
す

慈
信
房
善
攣
上
人

両
度
ま
で
見
参
あ
る

い
わ
ゆ
る
義
絶
は
聖
人
の
八
十
四
歳
の
折
と
さ
れ
て

い
る
が

(高
田
派

本
山
に
義
絶
状
の
写
し
が
あ
る
)
、
上
記

の
如

く
十
年
前

に
は
何
事

も
な

い
。
聖
人
が
大
網
に
善
黛
を
派
し
て
奥
州
伝
道
を
命
ぜ
ら
れ
、
善
鷺
は

真
面
目
に
伝
道
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し

て
何

ら
か
の
事
情

(北
条
幕
府
の
方
が
禅
を
重
ん
じ
念
仏
禁
制
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
)
に
依
る

の
か
も
知

れ
な
い
が
、
善
鷺
は
外
的
圧
力

に
対
す

る
反
発
力

に
欠

け

(も
し
く

は
乏
し
く
)
、
宗
義
素
乱
を
(鎮
圧
す
る
指
導
力
に
欠
け

(も

し
く
は
乏
し
く
)
、
伝
道
上
門
信
徒
を
掌
握
す
る
力
に
欠
け
て

い
た
為

に
聖
人
か
ら
伝
道
に
関
し
快
く
思
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
か
と
も
考
え
ら

れ
る
。
本
伝
和
讃
に
は
義
絶
の
事
は

一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
で
、
和
讃

を
書

き
畢

っ
た
建
治
二
年

(
一
二
七
六
)
、
大
網
慈
信
房

(善
鷺
)
は
如

信
の
書
い
た
此
の
和
讃
に
副
署
し
て
お
り
、
此
の
和
讃
に
述
べ
ら
れ
て

ノ

ノ

い
る

「親
攣
聖
人
御

一
代
事
」
は
間
違

い
な
い
と
示
さ
れ
た
。
即
ち
教

義
の
根
本
、
行
信
義
が
正
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
証
明
し
て
い

ら
れ
る
点
か
ら
み
て
、
善
鷲
は
聖
人
還
浄
後
十
四
年
後
に
は
、
た
と
い

義
絶
の
こ
と
が
史
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も

(義
絶

に
つ
い
て
疑
問
は
あ

る
が
)
、
正
安
心
に
住
し
て
い
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
の
で
あ

る
。

こ
の

和
讃
を
信
用
す
る
限
り
、
善
鶯
を
異
解
者
扱

い
に
す
る
こ
と
は
正
し
く

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

第

五

邪
宗

の
徹

底
破
斥

聖
人
の
本
典
化
身
土
巻
に
は
勘
決
邪
偽

の
こ
と
が
説
か
れ
、
正
像
末
和

讃
所
収
の
愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃
に
は
外
儀
は
仏
教

の
姿
を
し
て
い
て
も

内
心
外
道
に
阪
敬
し
て
い
る
現
状
を
批
判
し
、
良
時
吉
日
を
え
ら
び
、

天
神
地
祇
を
あ
が
め
、
卜
占
祭
祀
を
つ
と
め
と

す

る
仏
教
僧
を
戒

し

め
、
南
都

・
北
嶺
の
仏
法
者

の
現
状

の
非
仏
教
性

を
批
判
す
る
。
し
か

し
破
斥
の
実
動
ま
で
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
恐

ら
く
事
象
面
で
の
邪

偽
は
あ
っ
て
も
、

そ
れ
ら
の
宗
旨
に
お
け
る
正

し

い
理

(教
理
)
の
方

面
は
あ
く
ま
で
正
理
で
あ
り
、
正
道
を
行
く
僧
も
あ

っ
て
、
正
道
で
あ

る
か
ら
、
破
斥
の
実
動
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
立
川
流
は

許
せ
な
い
。
次
の
如
く
和
讃

(
四
六
六
、
四
六
八
首
)
に
説
い
て
い
る
。

さ
く
え
き

聖
人
六
十
六
歳
の
朔
易

(十

一
月
)
に

高
田
の
専
空
房
上
ら
れ

ノ西
洞
院
の
御
坊
に
て

対
顔
を
御
免
あ
る

親
鷺
聖
人
本

伝
和
讃
に

つ
い
て

(
福

原
)
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親
黛

聖
人
本

伝
和
讃

に
つ
い
て

(
福

原
)

い
そ
ぎ

惰

奥
州
へ
下
り
て

是
心
覚
円
無
為
心
等

は
や

立
川
表
の
邪
義
骨
張

騒
く
降
伏
せ
し
む
べ
し

水
原
尭
栄
著

『
邪
教
立
川
流
の
研
究
』
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
如
く
、
立

川
流
は
、
性
慾
の
浄
化
を
以
て
即
身
成
仏

の
玄
底
と
見
倣
し
、
現
実
生

活
に
即
し
人
生
の
真
味
を
体
験
し
て
、
意
義
あ
る
人
生
の
勝
計
を
成
す

も
の
は
こ
の
宇
宙
に
生
存
す
る
も
の
の
通
有

一
貫
せ
る

一
大
真
理
で
あ

る
と
説
く
。
そ
し
て
法
然

・
親
鷺

の
出
世

の
直
前
に
在
世
し
た
任
寛
が

開
祖
で
あ
り
、

こ
の

一
派
は
、
真
言
系
で
あ
り
、
宗
祖
が
二
十
年
間
東

国
伝
道
に
懸
命
の
努
力
を
捧
げ
た
地
に
、
立
川
流
が
繁
栄
し
、
そ
の
勢

は
、
遂
に
武
蔵
国
立
川
を
中
心
と
し
て
伊
豆
、
越
前
、
越
申
、
大
和
、

京
都
、
醍
醐
、
嵯
峨
、
九
州
な
ど
に
拡
が
り
、
真
言

の

一
邪
流
の

一
派

は
真
言
の
あ
る
所
に
延
び
、
聖
人
の
伝
道
の
地
に
到
る
処
喰
い
込
む
状

勢
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
聖
人
が

一
大
事
と
考
え
た
の
は
無
理
で
は
な

い
。
何
故

に
聖
人
が
開
拓
し
た
念
仏
弘
通
の
地
に
此
の
立
川
通
が
入
り

込
ん
で
栄
え
る
に
至

っ
た
か
。
そ
の
立
川
流
は
法
然

・
親
鷺

の
両
祖
に

よ
る
弥
陀
本
願
の
新
宗
教
勃
興
の
余
波
を
う
け
、
密
教
の
即
身
成
仏
思

想
の
中
に
、
他
力
本
願
の
阿
弥
陀
仏
唱
名
往
生
の
思
想
を
受
け
容
れ
、

二

音
万
法
、
皆
具
足
、
声
遍
十
方
、
諸
如
来
」
と
い
う
真
実
乗
の
言

葉
を
そ
の
ま
ま
に
、
阿
弥
陀
名
号
の
阿
字
を
唱
え
る
こ
と
こ
そ
即
身
成

仏
の
素
懐
を
遂
げ
る
唯

一
の
捷
径
で
あ
る
と
眺
め
、

五
色
邪
義
の
構
案

に
、
立
川
流
の
教
格
の
地
盤
を
置
い
た
か
ら

で
あ
る
。

こ
れ
は
覚
鍍

(
一
〇
九
五
i

=

四
三
)
の
真
言
浄
土
教
に
お

け
る
二
種
往
生

(現
身

往
生
、
臨
終
往
生
)
の
な
か
即
身
成
仏
の
現
身
往

生
の
義
と
関
係
が
あ
る

と
私
は
み
る
が
、

そ
の
即
身
成
仏
義
が
邪
道
に
奔

っ
た
も
の
が
此
の
立

川
流
で
あ
る
と
思
う
。
専
空

(
一
二
一
一
-
一
三
四
三
)
は
善
鷺
よ
り

一

歳

(も
し
く
は
六
歳
)
年
長
者
で
、
優
秀
な
聖
人

の
弟
子
で
あ

っ
た
か

ら
降
伏
の
た
め

に
派
遣

し
、
是
信

(是
心
)
(
-
一
二
六
六
)
は
羽
州
生

あ

さ
か

れ
の
人
で
あ

っ
た
か

ら
、
ま
た
覚
円
は
奥
州

(
福
島
県
)
安
積
に
居
住

し
た
聖
人
の
直
弟
子
、
無
為
心

(
無
為
信
)
(無
為
子
)
(
一
一
八
六
-
一
二

六
四
)
は
聖
人
よ
り
若
干
年
少
者
で
あ

っ
て
、
此
れ
等
の
優
秀

の
弟
子

達
を
東
国
の
立
川
流
根
拠
地
に
派
遣
し
て
、
そ

の
邪
教
伝
道
を
喰

い
止

め
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。
聖
人
は
緯
空
時
代
に
僧
分
と
し
て
肉

食
妻
帯
に
踏
み
切

っ
た
と
は
云
え
、
そ
れ
は
形

の
上
で
在
家
示
同
で
は

あ
っ
て
も
、
内
心
に
は
浄
信
を
蓄
え
、
真
実
の
仏

法
者
で
あ
り
、
所
謂

る
居
士
で
あ
り
、
ど
う
し
て
も
此
の
邪
教
を
許
す

こ
と
が
で
き
な
か

っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第

六

安

心

口
決

の
記
事

聖
人
は
和
讃

(
五
〇
三
乃
至
五
〇
七
首
)
に
依
る
に
次
の
如

く
安

心
口

決
を
せ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

大
師
八
十
六
歳
布
託

(夏
)

梅
潤

(四
月
)
五
日
の
夜
五
更
に

西
ノ
洞
院
の
御
坊
に
て

自
画
の
御
影
の
尊
前
に

よ
せ

顕
智
房
を
召
し
寄
て

安
心
口
決
の
相
伝
あ
る
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今
年
秀
秋

(七
月
)
下
旬
の
比

正
像
末
和
讃
を
清
書
あ
り

全
年
窮
陰
冷
節

(十
二
月
)
に

冨
小
路
の
禅
(房
に
て

二
十

一
通
の
口
決
を
書
し

顕
智
房
へ
授
ら
る

正
元
々
年
八
十
七
歳

仲
呂

(四
月
)
上
旬
の
比
よ
り
も

諸
方
の
直
弟
呼
玉
ひ

安
心
口
決
の
相
伝
あ
る

こ
の
口
伝

す
る
と
い
う

こ
と
は
、
論
註
下

(真
聖
全

一

三
一
一
)
に

「
若
必
須
レ
知
亦
有
二方
便
鱒
必
須
二
口
授
殉
不
レ
得
レ
題
二
之
筆
点
こ

と

い
う
文
や
、

法
然
上
人
の
御
教
導
に
依

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
上

人
は
如
何

に
教
え
て
い
ら
れ
た
が
。
法
然
上
人
行
状
画
図
二

一
(浄
全

一
六
、
二
三
一
a
)
に
次
の
如
く
説
く
。

上
人
つ
ね
に
仰
ら
れ
け
る
御
詞
。
上
人
の
給
は
く
、
口
伝
な
く
し
て
浄
土
の

法
門
を
見
る
は
、
往
生
の
得
分
を
見
う
し
な
う
な
り
。

と
。
天
台
に
も
真
言
に
も
口
伝
法
門
が
あ
る
。
そ
れ
は
信
頼
の
お
け
る

弟
子

一
人
に
対
し
て
口
授
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
唯
授

一
人
と
云
っ
て

も
顕
智

一
人

に
限
ら
れ
ず
、
真
仏
も
如
信
も
、
そ
の
他
の
直
弟
子
の
中

の
若
干
名
に
聖
人
は
安
心
口
決
を
別
々
に
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
口

決
二
十

一
通
は
、
覚
如
上
人
の
編
集

し
た

口
伝
砂

(廿
一
条
)
と
同
様

の
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
本
典
等
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
肝
要
の
体

得
は
む
つ
か
し
い
が
、

口
決
さ
れ
る
と
教
義

の
体
得
が
た
や
す
い
。
又

そ
の
口
決
さ
れ
た
法
門
を
大
事
に
後
世
に
伝
持
す
る
意
欲
を
直
弟
に
生

ぜ
し
め
た
に
相
違
な
い
も
の
と
思
う
。

第

七

山
陽
道

へ
の
伝
道

和
讃
に
は
、
聖
人
が
芸
州

・
宮
島

へ
下
向
さ
れ

(四
九
五
首
)
、
つ
い

で
性
空
に
よ

っ
て
有
名
な
書
写
山
を
訪
ね

(
四
九
五
首
)
、
上
洛
の
道
中

に
伝
道
を
な
し

つ
つ
、
次
に
は
高
砂
、
尾
上
ノ
松
下
、
曾
根
の
松
影
を

見
や

っ
て
、
須
磨

・
明
石
を
順
見
し
、
最
後
に
坂
陽
天
王
寺
に
参
詣
し

た

(四
九
六
首
)
と
い
う
。

こ
れ

は
聖
人

の
七
十
七

・
八

・
九
歳
の
時

で
あ

っ
た
と
す
る
。

こ
の
記
事
は
存
覚
の
正
明
伝
に
も
高
田
伝
に
も
な

い
。
高
田
正
統
伝
本
伝
(六
)
に
は
、
何
事
も
記
載

さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
れ
は
顕
智
が
知
ら
な
か
っ
た
の
に
反
し
て
、
如
信
は
聖
人
の
西
国
教

化
を
知

っ
て
い
た
か
ら
記
し
た
た
め
に
そ
う
な

っ
た
も
の
と
考
え
る
。

か
つ
て
聖
人
は
直
弟
子
の
明
光

(
一
二
六
四
-
一
二
二
七
)
を
西
国

に
派

遣
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
聖
人
の
心
中
に
は
北
陸
、
中
部
、
関

東
、
奥
羽
、
東
海
の
諸
域
の
ほ
か
に
西
国
の
教
化
を
志
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
芸
州
の
伝
道
は
誤
伝
で
は
な
い
と
考
え
る
。
宮
島
に
今

も
残
る
大
石
碑
に

「念
仏
講
」
と
あ
り
、
年
号
の
文
字
が
甚
し
く
磨
滅

し
て
い
る
が
、
弘
願
念
仏
の
字
が
あ
り
、
そ
の
頃
に
聖
人
が
足
を
踏
み

入
れ
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
ず
、
何
人
か

の
念
仏
者

の
い
た
形
跡

が
あ

る
。
そ
れ
は
不
確
か
で
は
あ
る
が
、
明
光
開
基

(関
東
六
老
僧
と
は
別
人

か
も
知
れ
な
い
)
と
伝
え
ら
れ
る
備
後

の
山
南
光

照
寺

が
あ
り
、
覚
如

(
一
二
七
〇
-

一
三
五
一
)
時
代
に
念
仏
信
者
が
日
蓮
の
徒
と
対
決
す

る

よ
う
本
願
寺

へ
願
い
出
て
、
覚
如

の
子
存
覚

(
一
二
九
〇
-
一
三
七
三
)

親
鷺
聖
人
本
伝
和

讃
に

つ
い
て

(
福

原
)
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親
鷺
聖
人
本
伝
和
讃
に
つ
い
て

(福

原
)

が
対
論
に
出
か
け
、
日
蓮
の
徒
を
屈
伏
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
は
山
陽
道
を
伝
道
さ
れ
芸
州

へ
も
出
向
か
れ
た
際
の
法
義

の
種
子
が
、
芽
を
出
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
聖
人
の
山
陽
道

教
化
は
史
実

で
あ
る
と
思
う
。

第

八

本
廟
寺
院

の
相
承

和
讃

(
五
三
八
乃
至
五
四
二
)
に
は
次
の
如
く
云
う
。

せ
き

太
蛙

(
十
二
月
)
上
旬
第
六
日

東
山
吉
水
の
禅
房
の

近
隣
大
谷
に
納
め
玉
い

石
碑
を
立
て
礼
拝
す

文
永
九
年
冬
の
こ
ろ

大
谷
の
墳
墓
を
改
め

ぺ
て

清
水
寺
の
北
の
辺
り
に

仏
閣
を
立
影
像
を
安
ず

と

き

に

さ
る

し
よ
う

干
時
文
永
九
年
壬
申

相
天

(十

一
月
)
二
十
八
日
の

正
午
日
中
に
い
た
り
て

成
功
法
讃
修
し
玉
ふ

と
ば

の
り
よ
り
ノ

清
和
源
氏
三
河
守

蒲
の
冠
者
範
頼

息
女

あ
り
も
と

し
よ
う
え
ん

藤
原
の
在
基
郷
に
譲
た
る

玉
河
姫
の
庄
薗
を
望
み

阿
堵
二
十
貫
に
買
取
て

覚
信
尼
公
の
計
ひ
に
て

覚
恵
房
唯
善
両
人
に

寺
務
を
預
け
置
玉
ふ

こ
れ
に
相
当
す
る
文
が
正
統
伝
に
存
す
。
高
田
伝
は
此
れ
と
は
少
し
異

な
り
、
廟
堂
に
奉
公
す
る
こ
と
を
願
う
覚
信
尼
に
預
か
り
証
を
書
か
し

た
と
い
う
。

(龍
谷
大
学
名
誉
教
授
)
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